
住宅性能評価

一戸建て住宅　（併用住宅を含む） 注）下記料金は消費税込です。

表１　設計住宅性能評価　及び　建設住宅性能評価　基本料金

表２　長期使用構造等の確認と併せて申請する場合

表３　変更設計住宅性能評価　又は　変更建設住宅性能評価

表４　建設評価料金の割増（地域別料金割合）

　　C地域
1.30

　　　中丹西土木事務所管内・中丹東土木事務所管内

　　D地域

1.40　　　丹後土木事務所管内

　　　滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

　　A地域
1.00

　　　京都府（Ｂ・Ｃ・Ｄ地域を除く）

　　B地域
1.20

　　　南丹土木事務所管内（亀岡市・南丹市八木・南丹市園部を除く。）

変更設計住宅性能評価のみ ¥5,000

変更建設住宅性能評価のみ ¥5,000

≪表１の料金に下表の該当する率を乗じて、100の位を切り捨てて下さい。≫

建設地 建設地毎に乗ずる率等

設計住宅性能評価　及び　長期使用構造等確認申請 ¥60,000

長期使用構造等変更確認申請 ¥10,000

軽微変更該当証明依頼 ¥5,000

令和6年7月1日

設計住宅性能評価のみ ¥50,000

建設住宅性能評価のみ　（設計評価書取得済） ¥100,000

設計住宅性能評価　及び　建設住宅性能評価 ¥150,000

住宅性能評価手数料表



住宅性能評価

共同住宅等 注）下記料金は消費税込です。

表１　設計評価及び建設評価　基本料金
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表２　長期使用構造等の確認と併せて申請する場合

表３　変更設計住宅性能評価　又は　変更建設住宅性能評価

表４　建設評価料金の割増（地域別料金割合）

　　C地域
1.15

　　　中丹西土木事務所管内・中丹東土木事務所管内

　　D地域

1.20　　　丹後土木事務所管内

　　　滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

　　A地域
1.00

　　　京都府（Ｂ・Ｃ・Ｄ地域を除く）

　　B地域
1.10

　　　南丹土木事務所管内（亀岡市・南丹市八木・南丹市園部を除く。）

変更設計住宅性能評価のみ（1戸当たり） ¥2,000

変更建設住宅性能評価のみ（1戸当たり） ¥2,000

≪表１の料金に下表の該当する率を乗じて、100の位を切り捨てて下さい。≫

建設地 建設地毎に乗ずる率等

長期使用構造等確認申請（1戸当たり） ¥2,000

長期使用構造等変更確認申請（1戸当たり） ¥2,000

軽微変更該当証明依頼（1戸当たり） ¥1,000

1000 2000 ¥200,000 ¥400,000

30000 ¥1,200,000 ¥2,400,000

15000 20000 ¥900,000 ¥1,800,000

20000 30000 ¥1,000,000 ¥2,000,000

7500 10000 ¥700,000 ¥1,400,000

10000 15000 ¥800,000 ¥1,600,000

4000 5000 ¥500,000 ¥1,000,000

5000 7500 ¥600,000 ¥1,200,000

3000 ¥300,000 ¥600,000

3000 4000 ¥400,000 ¥800,000

令和6年7月1日

住棟の床面積合計 設計評価 建設評価

1000 ¥150,000 ¥300,000

左記料金に

評価対象住戸数
×￥5,000

を別途加算する

2000

住宅性能評価手数料表


